
三世代同居改修で、所得税額の特別控除

平成31年6月30日まで
控除額 最大62.5万円、25万円

住宅の三世代同居改修工事に係る特例
〈所得税〉（ローン型）（投資型）

リフォーム税　制

このような方が利用できます

●賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方。
●�平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住している方。
●�工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住して
いる方。
●合計所得金額が3,000万円以下。
●対象となる住宅借入金等は、償還期間5年以上のもの。

このような方が利用できます

●賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方。
●平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住している方。
●合計所得金額が3,000万円以下。

このような工事が対象です

●�「一定の三世代同居改修」とは
　①�調理室、②浴室、③トイレ、④玄関のいずれかを増設する工事。
　（改修後、①～④のいずれか2つ以上が複数となるもの）
●�工事費用（補助金等の交付がある場合には、その額を控除した
後の金額）の合計額が50万円を超えるもの。

このような工事が対象です

●�「一定の三世代同居改修」とは
　①調理室、②浴室、③トイレ、④玄関のいずれかを増設する工事。
　（改修後、①～④のいずれか2つ以上が複数となるもの）
●�標準的な費用相当額（補助金等の交付がある場合には、その額
を控除した後の金額）の合計額が50万円を超えるもの。
※�「標準的な工事費用相当額」とは、三世代同居改修工事の改修部位
ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に、三世代同居
改修工事を行った箇所数を乗じた金額

平成31年6月末までの制度です

平成31年6月30日までに入居した人が対象です。

平成31年6月末までの制度です

平成31年6月30日までに入居した人が対象です。

以下の割合に相当する金額の合計額を所得税額から控除
控除率 対象工事限度額 最大控除額
2％ 三世代同居工事 250万円 62.5万円

（5年間）1％ その他の工事 750万円

これだけ
お得です!!

　補助金などを除いた標準的な工事費用相当額（上限250万
円）の10％、最大25万円が、リフォーム後に暮らし始めた年
分のみ、所得税額から控除されます。

限度額 最大控除額
250万円 25万円

これだけ
お得です!!

所有する住宅について、一定の三世代同居リ
フォームを含む増改築等を借入金で行った場合、所
得税額の控除を受けることができます。
借入金年末残高1,000万円以下について、リフォー
ム費用の2％またはリフォーム以外の費用の1％が5
年間、所得税額から控除されます。住宅ローン減税
制度との選択制です。

概　要
ローンなどを活用せずに一定の三世代同居リ
フォームを行った場合、標準的な工事費用相当額の
10％に相当する金額を、その年分の所得税から控除
されます。
リフォーム費用の上限は250万円です。

概　要

住宅の三世代同居改修工事等に係る
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の
所得税額の特別控除

（ローン型） （投資型）
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制度の
詳細

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/policy/file000004.html
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